
争議行為の通知の公表 

 青森県青森市長島２丁目１０番１７号に所在する青森県医療労働組合連合会の執行

委員長秋元春美から労働関係調整法（昭和２１年法律第２５号）第３７条第 1 項の規

定に基づき、次のとおり争議行為を行う旨の通知があったので、労働関係調整法施行

令（昭和２１年勅令第４７８号）第１０条の４第４項の規定により公表する。 

 

 令和８年２月２６日 

青森県知事 宮下宗一郎    

１ 事業の種類 

  医療 

 

２ 争議行為の目的  

① すべての医療・介護・福祉労働者の大幅賃上げで生活を守る賃金と雇用の確保。

全国一律最低賃金制度の実現。生活改善できる一時金の獲得。「成果主義賃金」

「業績評価制度」の導入・拡大反対。不払い労働の根絶。労働基準法の解体阻止。 

② 医師、看護師、介護職員など夜勤交替制労働者の勤務環境の改善。「１日７時間以

内、勤務間隔 12時間以上」など、夜勤交替制労働の実効ある規制の実現。長時間

労働の解消。36協定特別条項の撤廃。労働条件の改善を保障する需給見通しと増

員計画の策定。看護師「特定行為」の強制や拡大反対。 

③ 社会保障の拡充と安全・安心の医療・介護・福祉の実現。高額療養費制度改悪・

保険証廃止反対。OTC 類似薬や要介護１・２の生活支援など、医療・介護の保険

外し反対、患者・利用者の自己負担軽減。診療報酬・介護報酬・障害福祉サービ

ス等報酬の 10%以上の引き上げ。コロナ禍を経て明らかとなった、公立・公的病

院の拡充や保健所など公衆衛生行政の拡充、医師・看護師・介護職員など大幅増

員、社会保障に関する国民負担軽減と、それらを保障するための国庫財源の確保。 



④ 医療提供体制の縮小再編成、「医療計画」、「医療費適正化計画」などによる実態を

無視した病床削減反対。住民本位の保健・医療・介護・福祉のネットワークの確

立。国・自治体・公的病院の統廃合・民間移譲反対。 

⑤ 防衛費大幅増など戦争する国づくり反対。憲法改悪阻止で平和と民主主義の擁護。

核兵器廃絶。原発再稼働反対。消費税減税。 

 

３ 争議行為の日時 

２０２６年３月１２日（木） 午前０時より妥結まで 

 

４ 争議行為の場所 

青森保健生活協同組合の全職場、または一部。 

津軽保健生活協同組合の全職場、または一部。 

八戸医療生活協同組合の全職場、または一部。 

 

５ 争議行為の種類 

上記の場所で全体的あるいは部分的に、あるいは断続的に全ての業務の停止をは

じめ、あらゆる形の争議行為を単独または、併用して行う。 

 

 

 


